


5 上告受理の申立ての趣旨

()1 本件上告を受理する。

()2 原判決を破棄し，更に相当の裁判を求める。

提案理由

高松高等裁判所平成26年（ネ）第187号損害賠償請求控訴事件の上告及び上告受理の申立て（上告及び上告受理の申立て期間 平成27年6月12日まで）につ

いて，地方自治法第96条第1項第12号の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

初校

２

平成27年6月議案及び議案説明書その2
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